
    公      告 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項の規定により、令和 8 年度山形県立山形職

業能力開発専門校乗用自動車賃貸借サービスの調達について、一般競争入札を次のとおり行う。 

  令和８年４月１日 

山形県立山形職業能力開発専門校長   大江 敏宏 

 

１ 入札の場所及び日時 

(1) 場所 山形市松栄二丁目２番１号 山形県立山形職業能力開発専門校 第一会議室（１階） 

(2) 日時 令和８年４月９日（木） 午前 10 時 00 分 

２ 入札に付する事項 

(1)  調達をする役務の名称及び数量  

山形県立山形職業能力開発専門校乗用自動車賃貸借サービス    ２台 

  (2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 

  (3) 契約期間  令和８年４月 15日から令和９年３月 31日まで 

  (4) 履行場所 入札説明書による。 

  (5) 入札方法 （3）の賃貸借期間の総額により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった賃貸借

期間の総額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

３ 入札参加者の資格 

  次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号に規定する者に該当し

ないこと。 

(2) 山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）及び消費税を滞納していないこと。 

(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること（加入する義務のない

者を除く。）。 

(3) 1 年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 

(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

(3) 山形県財務規則（昭和 39 年３月県規則第９号。以下「規則」という。）第 125 条第５項の競

争入札参加資格者名簿（様式第 104 号によるものに限る。）に登載されていること。 

(4)  次のいずれにも該当しないこと（地方自治法施行令第 167 条の４第１項第３号に規定する

者に該当する者を除く。）。 

イ 役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下



「暴力団員等」という。）であること。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していること。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

(5) 山形県村山総合支庁本庁舎管内に本店又は営業所等を有すること。 

(6) 当該競争入札に付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を

受けていること。 

４ 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部

局等 

山形市松栄二丁目２番１号 山形県立産業技術短期大学校総務課 電話番号 023(643)8682 

５ 入札保証金及び契約保証金 

  (1) 入札保証金 免除する。 

  (2)  契約保証金 契約金額の 100 分の 10 に相当する金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り上げた金額。）以上の額。ただし、山形県財務規則（昭和 39 年３月

県規則第９号。以下「規則」という。）第 135 条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金

を免除する。 

６ 入札の無効 

  入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他

規則第 122 条の２の規定に該当する入札は、無効とする。 

７ 落札者の決定の方法 

  規則第 120 条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札（有

効な入札に限る。）をした者を落札者とする。 

８ その他 

(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者に

あっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和年８年４月６日（月）午前 11 時までに、４

の場所に提出すること。 

 イ ３の(6)に係る事項を証する書類 

 ロ ２の(1)の役務の仕様に適合するものとして作成した応札に係る役務の仕様書その他必要

な書類（以下「応札役務仕様書等」という。）。 

(2) (1)により提出された応札役務仕様書等については、２の(1)の役務の仕様に適合しているか 

どうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札役務仕様書等を提出し

た者は、この入札に参加することができない。 

(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談

合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びにこの契約に係



る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。 

(4) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。 

(5) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。 

  (6) 詳細については入札説明書による。 


